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令和 5 年度相談事例 3〔電気機器メーカー廃棄処理業務〕 

#令和 5 年度相談事例 15〜18 頁 

#セミナー資料あり 

 

■■ここからセミナー資料■■ 

2024-10 [公正取引協会セミナー] 

・事実 

・電気機器 α 

・廃棄物処理法により、所有者（ユーザ）に廃棄処理義務 

・普及が始まってからの年数からみて、製品寿命の到来により、廃棄処理必要数の増大が見込まれる 

・メーカーが廃棄処理を引き受ける場合、自社のものしかできない 

・メーカー12 社が団体を設立 

・電気機器 α の 12 社合計シェアは 95％ 

・廃棄処理の提供に係る 12 社合計シェアは小さい 

・12 社は、今後、廃棄処理を希望する所有者に対し、団体を案内 

・商品仕様等に関する情報遮断 

・規範 

・2 条 6 項 

  

・適用 

・3 つの市場を検討 

・ア「廃棄処理業務の提供市場」 

・＝廃棄処理業務を電気機器 α 所有者に売る競争の市場 

・違反なしの判断の根拠 

・市場シェアが小さい 

・産業廃棄物処理業者の供給余力が大きい 

・イ「廃棄処理業務の調達市場」 

・＝実際の廃棄処理業務を産業廃棄物処理業者から買う競争の市場 

・違反なしの判断の根拠 

・12 社のアの市場シェアが小さい → 12 社のイの市場シェアも小さい 

・産業廃棄物処理業者は電気機器 α 以外の廃棄処理の受託も可能 

・ウ「電気機器 α の販売市場」 

・既存需要者（「所有者」）もいれば新規潜在需要者もいると思われる 

・違反なしの判断の根拠 

・商品仕様等に関する情報遮断 

・ご指摘・検討 



・ウが、合計シェアが高いので、最も重要なのではないか。その割には、違反なしの理由が淡白なのではない

か。価格の情報遮断がされるなどが必要ではないか。 

 

令和 5 年度相談事例 5〔需要量減少工業製品〕 

#令和 5 年度相談事例 22〜25 頁 

 

・事実 

・X 社・Y 社の「2 社」・・工業製品 A のメーカー 

・2 社の工業製品 A の合計シェアは 60％ 

・2 社以外にシェア 30％のメーカーあり 

・工業製品 B：価格は 2 倍だが耐久年数が長い 

・2 社の取組 

・工業製品 A の原材料である α の共同購入（Y 社が担当） 

・購入価格は購入部門のみで共有 

・Y 社は、購入した α の全量を X 社に引き渡す 

・α の購入に係る合計シェアは 10%未満 

・X 社が、Y 社分について、全量を製造し、Y 社に供給（「全量 OEM 供給」） 

・Y 社への OEM 供給価格や製造数量等は、X 社は、製造部門に限定して保持し、販売部門等には提供し

ない 

・規範 

・2 条 6 項 

 

・適用 

・α の購入の市場 

・α の購入に係る合計シェアは 10%未満 

・A の供給の市場 

・市場画定 

・「競争への影響をより慎重に判断するため」 

・B は市場から除外し、B は隣接市場として検討 

・反競争性 

・需要者による競争圧力 

・シェア 30%の競争者 

・隣接市場（B）からの競争圧力 

・情報遮断措置 

・α の共同購入についての情報遮断 

・A の OEM 供給についての情報遮断 



・ご指摘・検討 

・「一定の取引分野における競争を実質的に制限する」の成否の検討は、売る競争か／買う競争か、企業結合か

／非企業結合か、に関係なく同じ議論。 

・トラスティを必要とする最近の議論について 

・共同購入の事例では、共同購入それ自体による川下市場への影響を議論することになるが、本件では、川下

市場（工業製品 A）では全量 OEM 供給をすることになっているので、2 つの業務提携の川下市場への影響

がマージして（後者に合流して）校舎だけで議論されている。 

 

令和 5 年度相談事例 7〔旅客輸送会社運行時刻等調整〕 

 

2024-10 [公正取引協会セミナー] 

・事実 

・X 社・Y 社とも旅客輸送会社 

・X 社は、「基幹路線」と「地方路線」 

・Y 社は、「地方路線」 

・Y 社路線のほとんどは、Y 社のみが運行 

・「潜在的には競合するところ」（30 頁）、「Y 社路線においては新規参入が期待されない状況」（32 頁） 

・本件取組 

・共同調整 

・運行時刻の変更 

・増便・減便 

・共同広告 

・Y 社路線の情報を X 社に共有 

・X 社の情報取得部門と運賃等決定部門等との間で情報遮断措置 

・規範 

・2 条 6 項 

・適用 

・共同調整を違反なしとする理由 

・① 運賃等は独自に設定 

・② 「Y 社路線に接続する X 社路線は、主に基幹路線であり、2 社の路線間の乗り継ぎのための増便・減便

の限りでは、他の競争事業者との競争に与える影響は小さい」（？） 

・③ Y 社路線においては新規参入が期待されない状況 

・④ 地方都市の交通ネットワークの維持に資する取組 

・共同広告 

・情報共有 

・情報遮断措置 

・参考）[地域特例法（乗合バス・地銀の独禁法特例法）] 

・ご指摘・検討 

・規範（条文）として 2 条 6 項が掲げられているが、X と Y は基本的には競争関係になく、他者排除を論じて

いるので、私的独占も挙げてよいのではないか。 

・②の意味は取りにくいが、例えば、X・Y などは航空会社で、基幹路線とは「羽田・福岡」や「羽田・札幌」

のようなドル箱路線で、基幹路線は X 以外に Z もいる、という状況を考えると、本件を考えやすく泣くので



はないか。（Z は、地方路線の Y と運行時刻の調整をしなくとも、ドル箱路線で排除されることはない、等） 

・32 頁ウは、消費者向けの運賃であるから、運賃はもともと公開されているので、「運賃に関する情報は共有

されない」は関係ないと見ることもできるかもしれないが、これを、将来に向けた運賃をめぐる情報である

と考えれば、情報遮断に一定の意味があり得るかもしれない。 

 



 白石教授からレジュメに基づき説明が行われた後、概要、以下のとおり議論が行われた。 

 

1 事例 3 

● 本件では、「電気機器αの所有者に対する廃棄物処理業務の提供市場」、「産業廃棄物処

理業者からの電気機器αの廃棄処理業務の調達市場」及び「電気機器αの販売市場」の３つ

の市場について検討されており、そのうち「電気機器αの販売市場」についての分析は、他

の市場の分析に比べ分量も少なくαの商品仕様等の情報遮断について触れられているだけ

であるが、合計シェアが９５％と高いことからして、「電気機器αの販売市場」の検討が最

も重要なのではないか。 

 また、本件は、自社のユーザーのものしか取り扱えなかった事例であるが、一般論として、

企業結合については、各社が内販ばかりで自社グループの関係先のみにしか販売していな

い場合、内販か外販かといったことは、市場画定のところではなく、競争への影響のところ

で検討すればよいという理解でよいか。 

 

〇 シェアが高い市場が重要であるという御指摘はそのとおりかと思われる。 

自社の関係先にのみ販売しているような場合についての考え方は、まったく取引先が重

なっておらず、今後も重なることはあり得ないといった事案であれば、それぞれ別々の市場

であるから違反なしとされる可能性がある。 

 

● 元々メーカーが自社の製品αのユーザーに対してしか処理のサービスを提供できなか

ったのであれば自家消費型であり、１２社がまとまったとしても、１２社のユーザーと

しか取引できないので、産業廃棄物処理業者との競争への影響は変わらないのではない

か。 

 また、産業廃棄物処理業者との取引についても、メーカーはこれまでも産業廃棄物処

理業者に再委託していたのであり、１２社で共同したとしても再委託という実態が変わ

らないのであれば、競争への影響は変わらないのではないか。 

 

〇 １２社とユーザーとの取引については、元々、αの処理以外の競争は出てこないが、１

２社がまとまり１２社の中で処理が円滑化するのであれば、産業廃棄物処理業者に何らか

の影響を与える可能性はあると思われる。 

産業廃棄物処理業者からの調達については、α以外の競争が出てくるが、αの再委託につ

いて共同なので、共同購入のようなものであり、産業廃棄物処理業者が安く買いたたかれな

いかといったことは一応検討の対象となる。 

 

● αの販売市場への影響というのはかなりリモートな感じがする。共同物流のような事例

であれば。共通のコストが費用の内どの程度かといった分析がなされているが、本件で



は、価格への上乗せなどの影響を含め、そのような記載がみられない。 

 

〇 例えば、リサイクルに当たっての共同行為がαの販売当初から行われる場合には、共同

行為によるコストの上乗せがどれだけで、商品のコストのうち共同のコストがどれだけ当

初の価格に与えるかといった検討が行われるが、本件の場合には、当初の販売のためのコス

トでなく、何年かたってからの引取りの際の話なので、当初の販売価格の競争とは直接関係

がないということかと思われる。 

 

2 事例 5 

● 共同購入が問題ない理由は、シェアが１０％未満であることだが、どのような考慮要素

によって、競争制限効果がないと言えるのか。 

また、情報遮断されるので問題ないとされるが、企業結合事案であったら、トラスティ

ーによる監視などもっと厳しい条件が付けられるのではないか。 

 

〇 購入の場合であっても、販売の場合と考え方は基本的には同じである。また、当事者の

シェアが小さくても、協調的行動が問題とされることはあり得る。このような考え方は、企

業結合の場合と同様である。ただ、企業結合の場合には、シェアが１０％未満であれば、セ

ーフハーバーに該当し、協調的行動について検討することはないので、本件でも、問題ない

ということにはなりやすいと思われる。 

 情報遮断についても、企業結合の場合と異なるという理窟はないと思われるが、企業結合

の場合には製造部門と販売部門が組織の中で一体化してしまうのに比べ、本件のような業

務提携の場合には、最初から製造部門と販売部門は別との取扱いということが多いかもし

れない。 

 トラスティーについては、企業結合の場合には、組織が一体化するために、利用されやす

いかもしれない。公正取引委員会は、確約の場合にもトラスティーを利用していく方針であ

るとしている。本件のような一般的な相談の場合と異なり、確約認定の場合には、公正取引

委員会が違反の疑いがあるとして立入検査するような事案であるが、今後定着していくか

はよく分からない。 

 

● 通常の共同購入であれば、原材料の購入市場と製品の販売市場の２つの市場について検

討が行われると考えられるが、本件では、アの「原材料αの共同購入」の検討に当たっ

ては購入市場のみの検討が行われ、イの「工業製品 A の OEM 供給」の検討に当たって

は「さらに」として原材料の共同購入の話もしているように見える。このような整理に

ついてどのように考えたらよいか。 

 

〇 本件では、原材料が共同購入されるだけでなく、川下市場（工業製品 A）では全量 OEM



供給により製造部門が完全に共通化するので、2 つの業務提携の川下市場への影響がマージ

して（後者に合流して）後者だけ議論すれば足りると考えられたのかもしれない。 

 アとイの見出しは、本来であれば、「川上の原材料αの購入市場への影響」と「工業製品

A の製造販売市場への影響」といったものであるべきだったかもしれない。 

 

● 当事者のシェアが６０％であるものの、①需要者からの競争圧力と②シェア３０％の競

争事業者が存在することを挙げて競争制限効果がないとしているが、その後で、③隣接

市場 B からの圧力があることも記載している。本来であれば、①、②、③をひっくるめ

て競争制限効果がないとされるのではないか。 

 

〇 本来、ひっくるめて記載すべきであろう。①、②だけで問題ないとい言いたかったのか、

後から何らかの事情により③が付け加わったのか、どこまで文章として詰めた上で記載し

ているのかは分からない。 

   

● ｐ２３の（５）で、正当化理由的な記載があるが、独占禁止法上の考え方の部分では出

てこない。これがなくても問題ないということでこのような記載となっているという理

解でよいか。 

 

〇 本件では、正当化理由がなくても問題ないということあったと考えられるが、仮に微妙

な事例であったなら、①、②、③に加え、正当化理由についても触れる必要があったかもし

れない。 

 

3 事例 7 

● 規範（条文）として 2 条 6 項が掲げられているが、他者排除を論じているので、規

範として私的独占も挙げてよいのではないか。 

 

〇 規範（条文）として 2 条 6 項が掲げたが、実質的に X と Y に競争関係がないので、排

除の話は出てきたのかもしれない。 

 

● 独占禁止法上問題となるものではないとする理由の説明のうち、④の「双方路線の

乗り継ぎ又は効率的な乗り継ぎを可能にして利用者の利便を増進させて Y 社路線の利用者

数を増やすことを目的として行うものであり、ひいては地方都市の交通ネットワークの維

持にすするといえる」という部分は、無くてもよいのではないか。仮に書くとしても、Y の

事業の継続の話がネットワークの維持という違う議論になってしまっている。 

正当化理由はいろいろとあり得て、裁判所でなく公正取引委員会が判断するのは、なかな

か容易ではないと思われる。 



 

〇 Y しかその路線に入ってこないとすれば同じことになるかもしれないが、地域特例法の

理念に合わせるとこうなるということで、このような記載になっているのかもしれない。 

 正当化理由については、以前は、自由競争に関係があるとか、法的根拠があるものに限ら

れるといった議論がされていたが、最近のように独占禁止法が強くなってしまうと、それら

のものに限られないとされるようになっている。ただ、今でも無制限に認められるのではな

く、正当な目的とか手段の相当性が必要といった議論になっている。 

 

● 情報共有について、運賃は元々公表されているので、原価についての情報というこ

とか。 

 

〇 公表されている情報について共有してはいけないというのであれば意味がないと思わ

れる。 

 

● X の路線は主に基幹路線であり２社の路線間の乗り継ぎのための増便・減便の限り

では他の競争者との競争に与える影響は小さいとされるが、意味が分かりにくい。この点は、

ドル箱路線であれば、地方路線との接続にかかわらずドル箱はドル箱であり、地方路線の Y

と運行時刻の調整をしなくとも、ドル箱路線で排除されることはないといった意味とか、あ

るいは基幹路線は便数が多いので、他社も地方路線に合わせていくのがそう難しくないと

いった意味かもしれない。また、地方路線については、そこでは元々競合はなく、そこでも

競争に与える影響がないといったことかもしれないい。 

 

〇 そのような可能性はある。 

 

● ２社間で運賃に関する情報は共有しないとしているが、ここでの情報を、将来に向けた

運賃をめぐる情報であると考えれば、情報遮断に一定の意味があり得るかもしれない。 

 

〇 そのような可能性はある。 


